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IEC 63330の概要
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IEC 63330の概要
主な規定内容  使用済み電池の診断・評価（使用範囲、故障履歴、残存容量、

使用可能期間、保管）
 リユース電池の適用要件（使用範囲、安全設計、性能設計、
使用可能期間）

対象電池  セル～システム全般
 電池種：全般（但し、主たる対象はLIB）

対象用途・
業務

 一次利用製品とは異なる用途/製品への再利用（リパーパス）
全般。但し、電池パック構成を変更の上、一次利用と類似す
る用途に再使用する場合を含む。

 一次利用終了/取外しからリユース電池適用システムの設計迄。
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